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改 正 後 改 正 前 

決算速報様式（信漁連） 

参考様式 ５－５ 

○年度決算速報 
                                              信用漁業協同組合連合会   

 

１.～１５. （略）  
 

 

 

 

    

１．残 高 試 算 表 

                   年   月   日 現 在 

             

（１）                                                    （単位：千円）     

資         産 金  額 負 債 及 び 純 資 産 金  額 

（略）  （略）  

（略）  そ の 他 負 債  

（略）  （略）  

（略）   リ ー ス 負 債  

（略）  （略）  

固  定  資  産  （略）  

  有 形 固 定 資 産  （略）  

（うち使用権資産）    

  無 形 固 定 資 産  （略）  

（うち使用権資産）  （略）  

（略）    （略）  

（脚注）（１）～（３） （略） 

 

（記載上の注意） （略） 

 

  （２） （略） 

決算速報様式（信漁連） 

参考様式 ５－５ 

○年度決算速報 
                                              信用漁業協同組合連合会   

 

１.～１５. （略）  
 

 

 

 

    

１．残 高 試 算 表 

                   年   月   日 現 在 

             

（１）                                                    （単位：千円）     

資         産 金  額 負 債 及 び 純 資 産 金  額 

（略）  （略）  

（略）  そ の 他 負 債  

（略）  （略）  

    （略）   リ ー ス 債 務  

（略）  （略）  

固  定  資  産  （略）  

  有 形 固 定 資 産  （略）  

（うちリース資産）    

  無 形 固 定 資 産  （略）  

（うちリース資産）  （略）  

（略）    （略）  

（脚注）（１）～（３） （略） 

 

（記載上の注意） （略） 

                                       

（２） （略） 

信漁連 信漁連 
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改 正 後 改 正 前 

 

２．～９． （略） 

 

 
                                     

                                        

１０．引当金等の算出基礎 
 

 

（１）・（２） （略） 

                                      

（３）諸償却 

（単位：千円） 

区     分 償却限度額（A） 償却額（B） （B）/（A） 

（略）    

有 形 

固 定 

資 産 

業  務  用    

 

（略）   （略） 

使用権資産   ％ 

（略）   （略） 

（略）   （略） 

（略）   （略） 

合     計    

 

（４） （略） 

 

２．～９． （略） 

 

 
                                     

                                        

１０．引当金等の算出基礎 
 

 

（１）・（２） （略） 

                                     

（３）諸償却 

（単位：千円） 

区     分 償却限度額（A） 償却額（B） （B）/（A） 

（略）    

有 形 

固 定 

資 産 

業  務  用    

 

（略）   （略） 

リース資産   ％ 

（略）   （略） 

（略）   （略） 

（略）   （略） 

合     計    

 

（４） （略） 

附 則 
この通知の改正は、令和９年４月１日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。ただし、令和７年４月１

日以後に開始する事業年度に係る決算速報（仮決算速報を含む。以下同じ。）については、改正後の決算速報を適用することができる。 

 

 

 

 

 

信漁連 信漁連 


